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令和２年度固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却資産） 

納税通知書の重複送付について 

 

このことについて、令和２年４月１日に送付した令和２年度固定資産税・都市

計画税（土地・家屋・償却資産）納税通知書（以下「通知書」という。）の一部

が重複して送付されていたことが判明しました。 

１ 主な経過 

令和２年４月１日（水）に、令和２年度固定資産税・都市計画税（土地・家屋・

償却資産）納税通知書（以下「通知書」という。）を送付しましたが、同月７日（火）

午後６時頃、納税義務者のうち、共有代表者の住所を同年３月に変更した方から電

話連絡があり、旧住所地宛の通知書と新住所地宛の通知書の２通の同じ課税内容の

通知書を重複して送付していたことが判明しました。 

当該電話連絡を受け、令和２年４月７日（火）から同月９日（木）正午まで調査

したところ、共有代表者５０名に対し６３通の通知書を重複して送付していたこと

が判明しました。 

２ その後の対応 

令和２年４月９日（木）午後１時頃から同月１０日（金）午後２時頃まで、通知

書を重複して送付した共有代表者５０名のうち、４８名の方について電話、訪問等

によりお詫びするとともに、誤って送付した旧住所地宛の通知書の回収の協力を依

頼し、同日時点で連絡の取れない２名を除き、ほぼ回収の見込みが立ちました。 

連絡の取れない２名の方については、引き続き対応します。 

３ 原因 

  共有代表者の通知書の作成過程において、令和２年２月上旬時点の住所地で一旦

通知書を作成し、その後、共有代表者について住所変更の有無を調査し、住所が変

更されていた場合は、改めて新住所地宛の通知書を作成して送付していますが、そ

の際、旧住所地宛の通知書を廃棄しないまま送付作業を行ったことが原因です。 

４ 今後の対応 

通知書の送付前に、旧住所地宛の通知書を廃棄したことを確認する作業を徹底し

ます。具体的には、資産税課の職員のうち、送付前点検担当者３名を予め決めてお

き、各担当者による三重のチエックを行うことで、再発を防止します。 


